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事 業 概 要

医 務 薬 事 課

事 業 名 内 容

医療保健福祉計画推進 １ 事業目的

事業 人口減少に伴う患者の減少が見込まれる中、地域医療構想

（○新病床機能再編支 をさらに推進するため、今後の医療需要を見据え、地域内の

援事業） 病床数の適正化に取り組む医療機関を支援する。

３４３，１４０千円 ２ 事業内容

地域医療構想調整会議及び県医療審議会で合意を得た上

○国 ３４３，１４０ で、令和２年度中に病床数の適正化※１を行う５つの医療機

関に対し、給付金※２を支給する。

・対象施設：能代厚生医療センター、秋田厚生医療センター、

本荘第一病院、町立羽後病院、

細部眼科医院（有床診療所）

※１：高度急性期、急性期、慢性期の３区分の病床を１０％以上削

減する医療機関

※２：削減病床数×単価（病床稼働率などの一定の条件に応じ、１

床当たりの単価を設定）

対象医療機関
削減病床
（急性期）

支給額

能代厚生医療センター 63 114,912

秋田厚生医療センター 48 98,496

本荘第一病院 12 24,624

町立羽後病院 55 99,408

細部眼科医院 5 5,700

合計 183 343,140

○各医療機関における病床削減給付金の支給額 （単位：千円）
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事 業 概 要

医 務 薬 事 課

事 業 名 内 容

湖東厚生病院医療提供体 １ 事業目的

制確保事業 湖東地区の安定した医療提供体制を確保するため、湖

東厚生病院に対して、関係町村と連携した運営支援を行

６,８７１千円 う。

○一 ６,８７１ ２ 事業内容

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少

している湖東厚生病院に対し、関係町村とともに運営費

を補助する。

・補 助 先 秋田県厚生農業協同組合連合会

・対象経費 湖東厚生病院の運営費

・補 助 率 県２／３

・補 助 額 ６,８７１千円

県 (2/3) 町村(1/3) 県 (2/3) 町村(1/3) 県 (2/3) 町村(1/3)

112,417 56,208 119,288 59,644 6,871 3,436

89,933 44,966 89,933 44,966 0 0

22,484 11,242 29,355 14,678 6,871 3,436

※1 急激な経済変動など、予測しがたい特別な状況変化があった場合は、厚生連・県・４町村間で協議することと

　　 している。

※2 Ｒ２．12月までの実績による収支見込額。

単位（千円）

上限額（Ｒ元～５） 要支援額（Ｒ２） 追加支援額

168,625（※1） 178,932（※2） 10,307

特 別 交 付 税

一  般  財  源

支援額
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【議案第１０２号～１１０号関係】

秋田県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等

の一部を改正する９条例の改正案の概要について

長 寿 社 会 課

１ 改正理由

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正

する省令（令和３年厚生労働省令第９号）により、各老人福祉施設及び介護保険

施設に係る人員、設備及び運営等に関する基準を定める次の９条例について、所

要の規定の整備を行う必要がある。

① 秋田県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例【議案第

１０２号】

② 秋田県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例【議案第

１０３号】

③ 秋田県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例【議

案第１０４号】

④ 秋田県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例【議案第１０５号】

⑤ 秋田県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例【議案第１０６号】

⑥ 秋田県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例【議案第１０７号】

⑦ 秋田県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を

定める条例【議案第１０８号】

⑧ 秋田県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例【議案第１０９号】

⑨ 秋田県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める

条例【議案第１１０号】
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２ 主な改正内容（〔 〕内は１に掲げる条例のうち、該当する条例）

 業務継続計画の策定等〔１の①～⑨の条例関係〕

業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければ

ならないこととする。

 虐待の防止〔１の①～⑨の条例関係〕

虐待の発生又はその再発を防止するため、その対策を検討する委員会を定期

的に開催する等の措置を講じなければならないこととする。

 非常災害対策〔１の①～⑨の条例関係〕

非常災害に備えるための訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られる

よう連携に努めなければならないこととする。

 栄養士又は管理栄養士の配置〔１の⑥～⑨の条例関係〕

栄養士又は管理栄養士（現行 栄養士）を配置しなければならないこととす

る。

 栄養管理〔１の⑥～⑨の条例関係〕

各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならないこととす

る。

 口腔衛生の管理〔１の⑥～⑨の条例関係〕
くう

口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を行
くう くう

わなければならないこととする。

 事故発生の防止〔１の①～③、⑥～⑨の条例関係〕

事故発生の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を置かなければ

ならないこととする。

 地域密着型特別養護老人ホームの栄養士の配置〔１の③の条例関係〕

地域密着型特別養護老人ホームについて、他の社会福祉施設等の栄養士との

連携を図ることにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期

待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、栄養士

を置かないことができることとする。

３ 施行期日等

 これら９条例は、令和３年４月１日から施行することとする。

 この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとする。
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【議案第１１１号～１１９号関係】

秋田県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例等の一部を改正する９条例の改正案の概要について

障 害 福 祉 課

１ 改正理由

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一

部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第１０号）により、各障害福祉

施設及びサービスの事業等に係る人員、設備及び運営に関する基準を定め

る次の９条例について、所要の規定の整備を行う必要がある。

① 秋田県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例【議案第１１１号】

② 秋田県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例【議案第１１２号】

③ 秋田県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例【議案第１１３号】

④ 秋田県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例【議案第１１４号】

⑤ 秋田県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例【議案第１１５号】

⑥ 秋田県地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条

例【議案第１１６号】

⑦ 秋田県福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例【議案第

１１７号】

⑧ 秋田県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例【議

案第１１８号】

⑨ 秋田県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例【議案

第１１９号】
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２ 主な改正内容（［ ］内は１に掲げる条例のうち、該当する条例）

 業務継続計画の策定等［１の①～⑨の条例関係］

業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じな

ければならないこととする。

 非常災害対策［１の⑨の条例関係］

障害児入所施設及び児童発達支援センターは、非常災害の際に必要な

設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害

の発生時の関係機関への通報連絡体制を整備しなければならないことと

する。

 非常災害対策（地域住民の参加）［１の①～⑨の条例関係］

非常災害に備えるための訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得

られるよう連携に努めなければならないこととする。

 虐待の防止［１の①～⑧の条例関係］

虐待等の発生又はその再発を防止するため、その対策を検討する委員

会を定期的に開催する等の措置を講じなければならないこととする。

 身体的拘束等の禁止［１の①～⑤、⑧の条例関係］

身体的拘束等の適正化を図るため、その対策を検討する委員会を定期

的に開催する等の措置を講じなければならないこととする。

 就労継続支援Ａ型事業者による自己評価［１の③、⑤の条例関係］

就労継続支援Ａ型事業者は、事業所ごとに、おおむね１年に１回以上、

その運営状況に関し自ら評価を行い、その結果を公表しなければならな

いこととする。

 医療的ケアを行う場合の看護職員の配置［１の①、⑨の条例関係］

指定児童発達支援事業者及び指定放課後等デイサービス事業者は、当

該事業を行う事業所において日常生活及び社会生活を営むために医療的

ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場

合には、看護職員を置かなければならないこととする。

３ 施行期日等

(1) これら９条例は、令和３年４月１日から施行することとする。

(2) この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとする。
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